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施策の主なＫＰＩについて 

１ ＫＰＩの基本的事項 

・ ＫＰＩ（重要業績評価指標：Key Performance Indicator）は、施策ごとの進捗

状況を検証し、次年度以降の施策の改善に繋げるために設定する指標である。 

・ 「島根創生計画」の施策の目的達成に向けて取り組む事務事業の全てにおいて

ＫＰＩを設定する。このうち特に重要なものや特徴的な動向を示すものなどを、

施策毎に２０以内で「施策の主なＫＰＩ」として選定し、本資料に示す。 

・ 毎年度の施策評価の実施にあたっては、ＫＰＩの実績値等を参照しながら評価

を行うこととしている。評価結果は県議会及び総合開発審議会へ報告し、その意

見等を踏まえ、施策の改善に反映するとともに、ホームページにおいて公表する。 

２ ＫＰＩ見直しの考え方 

・ ＫＰＩは、毎年度、事業の達成状況や、社会情勢の変化に対応して、必要に応

じて柔軟に見直しを行うこととしている。見直し内容は、２月及び９月の定例県

議会において示すことを基本とする。 

・ ２月定例県議会では、主として、当初予算編成に伴うＫＰＩの新設や目標値の

修正等の見直しを行う。 

・ ９月定例県議会では、「施策評価」において実績値を示すとともに、この実績値

等を踏まえ必要に応じて目標値の見直しを行う。 

３ 今回の見直しについて 

・ ＫＰＩ自体の見直し：令和４年度の新規事業に関しては、必要に応じて新たな

ＫＰＩを設定した（p68）。また既存のＫＰＩについても適宜、より施策の検証に

適した指標へ変更した（p68、69）。 

・ 目標値の見直し：実績が目標を上回った（上回る見込みである）場合等は、必

要に応じて目標値の上方修正を行った（p69、70）。 

  また、個別の事情があるものについては、目標値の下方修正を行った（p71）。 

・ 追加や見直しを行ったＫＰＩは、p1～p66で「ＫＰＩの名称」を着色するととも

に、p67以降に変更前後を一覧表として示す。 


















































































































































